
HOME > ニュース  > 金融庁のパブコメ（『監査法人の組織的な運営に関する原則』（監査法人のガバナンス・コード）（案） について）に意見書を提出しまし
た

金融庁のパブコメ（『監査法人の組織的な運営に関する原則』（監査法人のガバナンス・コード）（案） について）に意
見書を提出しました

2017年1月31日、パブリック・コメントに付されていた「『監査法人の組織的な運営に関する原則』（監査法人のガバナンス・コード）（案） について」に関す

るＣＧネットとしての意見書を提出しました。

「監査法人の組織的な運営に関する原則」（監査法人のガバナンス・コード）（案） についてのＣＧネットの意見
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平成 29 年 1 月 31 日 

 

金融庁総務企画局 

企業開示課 御中 

 

特定非営利活動法人 

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 

理事長 牛島 信 

 

「監査法人の組織的な運営に関する原則」（監査法人のガバナンス・コード）（案）

についてのＣＧネットの意見 
 

 平成 28 年 12 月 15 日に金融庁から発表された「『監査法人の組織的な運営に関する原則』

（監査法人のガバナンス・コード）（案）」（以下「本コード案」という。）について、以下

のとおり、日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（以下「ＣＧネット」という。）

の意見を述べる。 

 

 今般発表された本コード案は、大手上場企業等の監査を担う大手監査法人等の組織的な

運営において確保されるべき原則を規定している。これは、上場企業の不適切会計事件を

踏まえたものであり、監査法人の組織的な運営、すなわち、ガバナンスについての問題意

識が背景にあると考えられ、適切である。 

 

 同時に、会計監査に関連する手続きを規制により強化するのではなく、監査法人の組織

的な運営力の強化を通じて、会計監査に従事する人材が企業経営や資本市場を取り巻く環

境に対する認識や役割意識を高めていくことに重点が置かれている点でも、これまでの会

計不祥事後の監査制度改革に比し実質的な監査品質の向上に資するものと考えられる。 

 会計監査は資本市場を支える重要なインフラである。監査法人に実効的なガバナンスを

確立させ、その信頼性を確保することは、日本経済の持続的な成長にとって極めて重要で

ある。金融庁が本コード案を策定すること及びその内容、そして、本コード案の適用につ

いてコンプライ・オア・エクスプレインの手法によることが想定されていることには、大

いに賛同したい。 

 

 上場企業にコーポレートガバナンス・コードが適用され、上場企業におけるガバナンス

の実効性が高まってきているのと同様に、上場企業の監査を担う大手監査法人をはじめと

する各監査法人が本コード案を実践することで、実効的な組織運営が実現されることを期

待したい。例えば、監査法人が被監査会社と意見交換する際には、本コード案に明示され

ている経営陣幹部や監査役だけでなく、社外取締役との意見交換が積極的に検討されるべ

き場合もあると考えられる。 
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 また、本コード案が確定した際には、金融庁が、このような本コード案を策定した理由、

意義などを関係各所にわかりやすい形で周知徹底されることをお願いしたい。 

 

 

【本件についてのお問い合わせ先】 

特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 

専務理事 富永 誠一 

〒105-6112 東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービルディング 12Ｆ 

Tel : 03-5473-8038 / e-mail : info@cg-net.jp 



HOME > ニュース  > 2017年度早朝勉強会

JCGR早朝勉強会を開講します

（共催：経営研究所）

2017年4月より毎月、日本コーポレート・ガバナンス研究所（JCGR）が、コーポレート･ガバナンスに関する正しい理解を共有するための 「コーポレート・　

ガバナンス勉強会」　「ファイナンス勉強会」 の二つの早朝勉強会を開講します。

JCGR若杉敬明所長（東京大学名誉教授）の平易なレクチャーにより、コーポレート･ガバナンス、ファイナンスの基礎を勉強するもので、初心者も上級者

も楽しめる情報量豊かなレクチャーをモットーとしています。



【日時】 2017年2月24日（金） 10:00～11:30

【場所】 ＷＴＣコンファレンスセンター　Room Ａ（港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル３Ｆ）

【出演者】 牛島　信　（日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク　理事長、 牛島総合法律事務所　代表弁護士、作家）

HOME > ニュース  > 第121回セミナー「名経営者との対話」出版記念『社外取締役を実質的に機能させるために－ビジネスからの視点－』 の講演骨子を公
開します

第121回セミナー「名経営者との対話」出版記念『社外取締役を実質的に機能させるために－ビジネスからの視点－』
の講演骨子を公開します

◆セミナーの趣旨、詳細は  こちら から

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（ＣＧネット）理事長を務める牛島信（牛島総合法律事務所　代表弁護士、作家）が上梓した書籍『名経営者と

の対話　コーポレートガバナンスの実践と理論』には、牛島理事長と経営者、社外取締役ら１８人との対談が収録されています。

対談で行われた、コーポレート・ガバナンスや社外取締役の役割などの議論から、「社外取締役を実質的に機能させる」ための条件を抽出して、本セミナ

ーで講演したものです。社外取締役の機能させることは、コーポレート・ガバナンス改革を「形式」から「実質」へと深化させていく上で極めて重要です。

第121回セミナー「名経営者との対話」出版記念『社外取締役を実質的に機能させるために－ビジネスからの視点－』講演骨子
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2017.02.24 

社外取締役を実質的に機能させるために

―ビジネスからの観点

（ＣＧネット 牛島理事長講演骨子）

１．著書「名経営者との対話―CG の実践と理論」が出来上がるまで 

ＣＧネットの前身である社外取締役ネットが創設されて 10 年を経た 2013 年に高校の先

輩である田村達也氏（元日銀理事）からＣＧネットの代表を引継いだ。当時は、まだ世間

にもそれほど知られた組織ではなかったが、その後安倍政権がコーポレート・ガバナンス

強化を成長戦略の中に位置づけた結果、ＣＧネットも有名になった。ＣＧネットの役割は、

田村氏時代の「啓蒙局面」から「実践サポート」の期に入ったと認識している。

雑誌「経済界」からの要請を受けてコマツの坂根氏と対談したのを皮切りに 2 年余をか

けて 18 名の名だたる経営者との対談を行った。坂根氏は、対談の折、「コマツは、09 年に

潰れる危機を迎え、1 回だけの大手術として雇用を切ったが、その犠牲だけで蘇生させた」 

と語った。その後 17 人の名経営者と言われる人たちとの対談を行って纏めたのが著書「名

経営者との対話―コーポレートガバナンスの実践と理論」である。

２．雇用安定の重要性

牛島理事長は小説家として組織と個人を題材としてきた。その切り口は、雇用である。

会社は雇用の担い手であり、雇用が人生に決定的な影響を与える。雇用は人々に、生活の

糧を与えるだけでなく、生き甲斐をも提供している。従って、コーポレート・ガバナンス

強化により企業が豊かになり、株主も利益を得て国も栄えるというが、同時に個人にも大

いなる意味を与える。

他方で、会社が徒に雇用を守り抜こうとしたら潰れてしまう。経営者が適切に会社をリ

ードした結果として雇用が増進されなくてはならない。Johnson & Johnson の Credo（信

条）では、①顧客、②従業員、③地域社会、④株主の順に責任を負っていると示されてい

る。一見株主が後順位にあるようだが、同社の ROE は極めて高水準にあるのを忘れてはな

らない。

 会社が従業員を大切にしなくてはならないというのは、国も国民を大事にしないといけ

ないのと似ている。ロバート・ライシュ（元米労働長官）は、「国の経済は居住者のために

ある」といったように、昨年の米大統領選でもラスト・ベルトの票がトランプ政権を成立

させた。雇用を大事にしない政治家は支持されない。
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３．コーポレート・ガバナンスの重要な担い手としての社外取締役 

 

東証 1 部の上場会社では、2 名以上の独立社外取締役のいる先が 16 年末には 79.7%にも

達し、14 年末（21.5%）比様変わりの状況となっている。独立社外取締役を 1 名以上置く

先は、何と 97.1%（16 年末、61.1%<14 年末>）に及び、監査役協会の調べによると非上場

会社（1554 社）でも、60.5%が独立社外取締役を置いている。 

社外取締役には、監督機能と助言機能の発揮が期待されており、彼らが入ったことによ

って多くの企業で「現に取締役会の議論が活発化した」といわれている。 

法律的には、企業の経営判断は、「不確実かつ流動的で複雑多様な諸要素を対象にした専

門的、予測的、政策的な判断能力を必要とする総合的判断」（東京地裁、H5.9.16）である。

また、取締役の業務執行は、「不確実な状況で迅速な決断を迫られるもの」（横浜地裁、

H25.10.22）である。従って、経営者は、その時々の情勢の下で、留意すべき点に留意して

合理的に判断を行っていれば、法的な責任を問われることはない。 

約 2 年にわたった著名経営者との対談を通じて、社外取締役を実質的に機能させるため

にはどうしていかなくてはならないかを取り纒めたのが「名経営者との対話―コーポレー

トガバナンスの実践と理論」という本である。マルクスの「哲学者たちは、世界を様々に

解釈してきただけである。肝心なのは、それを変革することである」という言葉を実践す

る際の参考になればと思う。 

 

４．社外取締役の役割 

 

社外取締役に期待される役割は、会社によって異なる。‘助言機能’を重視する会社では、

リスクを考慮したうえでトップの背中を押すことが社外取締役の役割となる（長島帝人相

談役）。‘コンプライアンスチェック機能’を重視する会社では、経営者が気づいてないリ

スクをチェックし指摘すること（松本カルビー会長）やコンプライアンスチェックによっ

て経営者に安心感を与えること（伊東 ANAHG 会長）が社外取締役の役割となる。 

‘組織はトップ次第’という側面が強い中にあって、社外取締役による‘経営陣幹部の

選解任をはじめとする経営監督機能’をどの程度重視すべきかについては、見解が分かれ

ている。一方では、「本当に部下から信頼を得るタイプなのかは社外の人ではわからない」

（コマツ坂根相談役）、「社外取締役は現場で社長候補がどうなのかを知らないので、社長

が選んだ後継候補者を違った角度でチェックするのが役割」（松井良品計画名誉顧問）とす

る意見がある。他方で、「組織のトップが適切な後継者を選ぶのは至難のことなので、社外

取締役が果たすべき役割は大きく、多くのエネルギーと時間をかけ適切な手続きを踏んで

公明正大、客観的に行うべき」（冨山経営共創基盤 CEO）とか、「社外取締役は、イノベー

ティブな発想力と行動力のある人材を後継者に推す必要がある」(宮内オリックスシニアチ

ェアマン)という見解もある。 

そうした中、「社内の広範囲の人財から選択する執行役選出の過程では社外取締役の役割
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は期待できないが、トップを選ぶことに関しては情実人事を避ける意味でも社外取締役の

果たすべき役割は重要」（但木元検事総長）との意見がある。 

 

５．社外取締役を機能させるための工夫 

 

（１）社外取締役の選任 

 

社外取締役としてどのような人を選ぶべきかについては、「いざという時にトップの首を

取ってくれるような人、従って畏敬できるような人を選ぶようにした」（松井良品計画名誉

顧問）とする意見がある。 

また、社外取締役は、「事業家、実業家などビジネス経験があればこそ発言に重みが出る」

（故佐藤京阪電鉄元社長）とする意見がある。他方で、「ビジネスの経験がなくとも、見逃

されているリスクや経営者が目をつむりたくなるようなことをチェックする形で、やるべ

きことをしっかり自覚してそれに集中して役割を果たすことが重要」（松本カルビー会長）

との意見もある。 

さらに、社外取締役の選任は、「最終的には経営判断である以上、経営者が関与しないと

いうことはあり得ない」（岩田 21 世紀職業財団理事長）、「本来株主が選ぶべきだが、現実

問題としては経営者が選ぶことになる」（松本カルビー会長）との意見が多い。ただ、「ト

ップに耳の痛いことでも話してくれる人を選ぶ」（松本カルビー会長）とか、「客観性を担

保する見地から指名委員会を通じて選ぶ」（但木元検事総長）いった留保を付す人もいる。 

 

（２）社外取締役の情報収集 

  

コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-8①には、「独立社外者のみを構成員とする

会合を定期的に開催するなどして、情報交換、認識共有を図るべき」とされている。この

会合について、「社外取締役同士が連携して知恵を出し合う場」（宮内オリックスシニアチ

ェアマン）と肯定的な見解が示されている。 

社外取締役が現場を知る必要があるとする意見の一人（松井良品計画名誉顧問）からは、

「社外取締役を務めるりそな HD では、経営改革委員会に入らせてもらって、経営のドロ

ドロした部分を知ることで理解が深まり、また中古車ネット販売を行う会社では、経営会

議に出席している」と言われた。また、自ら長年携わった産業とは異なる産業に属する企

業の社外取締役を務めた人（樋口ダイワハウス会長）は、「コニカミノルタの社外取締役を

務めた際、事前にきちんと説明を受け、勉強する必要があった」と語った。 

社外取締役がどの程度会社について知っておくべきかについては、取締役会に出てくる

情報は部分的で偏りもある可能性があるので、現場の管理職と直接交流する場が有効であ

る。ただ、それが行過ぎてしまうと、かえって物分かりが良くなって会社の論理の影響を

受けすぎてしまう可能性があることには留意する必要がある。 
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殆どの企業が行っているのは、①取締役会の事前説明、②社内役員との懇親会、③取締

役会の説明資料を分かり易く作成、などである。 

 

（３）Master of Independent Directorship 

  

ＣＧネットでは、独立社外取締役向けのガバナンス・トレーニング・プログラムを東京

証券取引所、日本証券取引所グループの後援を受けて開講する。これは、独立取締役やそ

の候補者、それ以外の役員及びその候補者、取締役会事務局を対象として、一定の条件を

満たした受講者には修了証を交付する予定。すでに 60 人くらいの参加予定者が集まってい

る。  

内容としては、コーポレートガバナンス・コードの内容、法律分野として会社法・金融

商品取引法、取締役会の運営、代表訴訟・D&O 保険の内容、中長期の企業価値向上という

観点で決算書類の読み方、財務会計や M&A などである。 

 

６．終わりに 

 

会社は、「公器」である。株式会社という有限責任出資が認められるのは、会社が雇用を

創出するからである。会社が利益を出して株主に報いるのは、株主にとっての究極的な目

的であっても、社会全体から見れば途中段階に過ぎない。 

株主が取締役を決め、業務執行を委ねているので、中長期的な株主は、経営者に寄り添

った存在なのである。宮内オリックスシニアチェアマンは、「中長期の株主と短期株主とは

根本的に違う。後者には議決権を与えなくともよいくらいである」と述べている。こうし

た短期志向の株主の意向に沿った活動をする社外取締役には、中長期的な価値創造には貢

献できないとする意見は強く、そういう観点からは、「日本的な経営にも良いところはある」

（岩沙三井不動産会長）とみられる。欧米では、歴史ある企業でも創業家の持ち株比率が

高い（Ford 家 40%等）が、日本ではそういう企業はそれほど多くない。 

新日鉄やキヤノンなどが社外取締役を受け入れたのは、海外投資家の意向を汲んだもの

と考えられるが、それが短期志向であったのでは持続的な企業価値創造を実現できない。

コーポレートガバナンス・コード序文では、「ガバナンスの改善を最も強く期待しているの

は、通常、ガバナンスの改善が実を結ぶまで待つことのできる中長期株主であり、彼らは

会社にとって重要なパートナーである」と述べている。これを実現していくための努力が

今後もなされ続けなくてはいけないと考えている。 

牛島理事長としては、「20 年後に新興国幹部が日本をみて、お手本になるような偉大な国

と評価できるような国になっていてほしい、そのために今コーポレート・ガバナンス改革

を行っていると考えている」と結んだ。 

 

以 上 



HOME > ニュース  > 金融庁のパブコメ（「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫～投資と対話を通じて企業の持続的成長を
促すために～（案））に意見書を提出しました

金融庁のパブコメ（「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫
～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～（案））に意見書を提出しました

2017年4月27日、パブリック・コメントに付されていた『「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫～投資と対話を通じて企業

の持続的成長を促すために～（案）』に関するＣＧネットとしての意見書を提出しました。

『「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～（案）』に関するＣＧ

ネットの意見
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平成 29 年 4 月 27 日 

 

金融庁総務企画局 

企業開示課 御中 

 

特定非営利活動法人 

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 

理事長 牛島 信 

 

「責任ある機関投資家」の諸原則 
≪日本版スチュワードシップ・コード≫ 

～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～（案） 
についてのＣＧネットの意見 

 

 平成 29 年 3 月 28 日に金融庁から発表された「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版

スチュワードシップ・コード≫～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～

（案）」（以下「本改訂案」という。）について、以下のとおり、日本コーポレート・ガバナ

ンス・ネットワークの意見を述べる。 

 

 本改訂案の趣旨は、平成 26 年 2 月 26 日に策定された「スチュワードシップ・コード」

及び平成 27 年 6 月 1 日から適用が開始されたコーポレートガバナンス・コードの結果、コ

ーポレートガバナンス改革に一定の進捗が見られるものの、いまだに形式的な対応にとど

まっているのではないかとの指摘に鑑み、その改革を「形式」から「実質」へと深化させ

ていくことにある。 

 

 このような趣旨を踏まえ、本改訂案は、平成 28 年 11 月 30 日に公表された「スチュワー

ドシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」の意見書

（3）において提言されている「運用機関のガバナンス・利益相反管理等」、「パッシブ運用

における対話等」、「議決権行使結果の公表の充実」、「運用機関の自己評価」及び「アセッ

トオーナーによる実効的なチェック」を盛り込んでおり、機関投資家に対し、具体的な対

応を検討し、体制の整備や方針の作成・公表等を行うよう求めている。 

 

 本改訂案は、機関投資家に一層その受託者責任を果たすことを促し、スチュワードシッ

プ活動の強化につながるものと考えられる。機関投資家と上場企業との「建設的な対話」

を通じて、日本のコーポレート・ガバナンスの実効性の向上が期待できる内容であるから

大いに賛同したい。 
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 また、本改訂案は、平成 29 年 1 月 31 日に開始された「スチュワードシップ・コードに

関する有識者検討会」で指摘のあった、「議決権行使助言会社の取り組みの公表」、「集団的

エンゲージメト」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の中長期的の企業価値への影響」

についても盛り込んでいるところ、これらも適切なものといえる。 

 

 機関投資家の行動規範であるスチュワードシップ・コードと、上場企業の企業統治指針

であるコーポレートガバナンス・コードが日本の経済社会に浸透し、両コードの下、日本

のコーポレート・ガバナンスは変わりつつある。これからの課題は、現在進行しているコ

ーポレート・ガバナンス改革のさらなる継続・発展である。 

 本改訂案が確定し、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している機関投資家

がさらに切磋琢磨することで、スチュワードシップ活動の実効性がより高まることが期待

される。こうした効果により、上場企業におけるコーポレートガバナンス・コードの取り

組みもさらに加速するであろう。上場企業が自己点検を怠らず、改善を重ねることで、多

くの企業で中長期的な企業価値の向上が実現することを期待したい。 

 最後に、本改訂案が確定した際には、金融庁が、「スチュワードシップ・コード」を改訂

した背景、意義、その内容などを関係各所にわかりやすい形で周知徹底されることを強く

求めたい。 

 

 

【本件についてのお問い合わせ先】 

特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 

専務理事 富永 誠一 

〒105-6112 東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービルディング 12Ｆ 

Tel : 03-5473-8038 / e-mail : info@cg-net.jp 
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第１４回通常総会を開催しました

８月２9日（火）、全国社外取締役ネットワークの時代から数えて、１４回目となる通常総会（会員総会）を開催しました。

通常総会では、ＮＰＯ法人としての決議事項として、事業報告、会計報告、予算の承認の他、役員の選任などの決議を行いました。

⇒選任後の役員（理事・監事）はこちら

総会後は、JFEホールディングスCEO、日本放送協会経営委員会委員長、東京電力ホールディングス取締役会会長等を歴任された數土文夫氏（現・

JFEホールディングス 特別顧問）から『企業経営と企業統治』と題した講演があり、その後、会員懇親会として暑気払いを行い、９０分にわたって会員間

の交流が行われました。



日本のコーポレート・ガバナンス（企業統治）推進に貢献する

 コース名 回数   開催時期

基調講演 １回（２時間）  2018 月1月31日（水） 10:00 ～12:00

必修科目 1）  ６回（ 12時間）  2018 年2月上旬～ 3月中旬　 18:30 ～20:30

選択科目 2)  １１回（ 22時間）  2018 年3月下旬～ 6月中旬　 18:30 ～20:30

基調講演 １／１　回   必修科目 ６／６　回  選択科目  ４／１１　回以上

【基調講演】2018年1月31日（水） 10:00～12：00

基調講演　 　10:30～12:00

 『資本市場から見たコーポレート・ガバナンス』

鈴木　茂晴 　氏（日本証券業協会　会長、大和証券グループ本社　顧問

 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク　理事）

後援団体挨拶　 10:15～10:30
『独立役員に期待される役割』

小沼　泰之 　氏（東京証券取引所　取締役 常務執行役員（上場・上場推進担当））

主催団体挨拶　 10:00～10:15
 『社外取締役制度を支えるＭＩＤ』

牛島　信 　（日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク　理事長、牛島総合法律事務所　代表弁護士）

【必修科目】（６コマ）2018年2月上旬～3月中旬

 必修科目は、コーポレートガバナンス・コードを定める東京証券取引所の取り組みについて聞くとともに、お二人の独立社外役員の経験談・プラクティ

スを共有します。その後、独立社外役員の関与が必須となる取締役会評価、報酬委員会、指名委員会の運営に関する知識を習得します。この必修

科目６講は独立社外役員の実効性を高めることに大いに貢献するものです。

HOME > ニュース  > 独立社外役員のためのトレーニング・プログラム、2018年度「ＭＩＤコース」を開講します

  後援：東京証券取引所、日本取引所グループ（ＪＰＸ）

　コーポレートガバナンス・コード【原則４－１４．取締役・監査役のトレーニング】には、「新任者をはじめとする取締役・監査役は、上場会社の重要な統治

機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等

の研鑽に努めるべき」と記載されています。コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために独立社外役員のための「ガバナンス・トレーニング・プロ

グラム」が求められているといえるでしょう。

　日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（ＣＧネット）では、いままで蓄積してきたコーポレート・ガバナンス研修のノウハウを結集して、上場会社の独

立社外役員を主な対象とするプログラム、ＭＩＤコースを開講しています。本コースは、東京証券取引所及び日本取引所グループ（ＪＰＸ）の「後援」を受け

ており、コーポレートガバナンス・コードに沿う内容になっています。一定の要件を満たした受講者には、「修了証」を授与します。独立社外役員の選任方

法に注目が集まる中、こうした「修了証」の授与を受けている方を社外取締役等に登用することはまことに有益だと考えられます。

◆「ＭＩＤ」はＣＧネットが行うガバナンス・トレーニング・プログラムで、「独立社外役員向け」と「取締役会事務局向け」の二つのコースがあります。

◆独立社外役員向けの「ＭＩＤコース」は2017年から開始し、６１名に「修了証」を授与致しました。2018年度は、前年の講義内容を最新のものに

アップデートして行います。

■構成 ：「ＭＩＤコース」は、３つの要素で構成されています。

　　　注 1）独立社外役員の必須の知識となる「必修科目」６コマ

　 2）独立社外役員の知識を補う「選択科目」１1コマ

■ 対象者 ：コーポレート・ガバナンスで重要な役割を担う「独立社外役員」、及びその候補者を主な対象者と想定しています。

　 そのほか、独立社外役員のサポートを行う取締役会事務局、監査役スタッフ、ガバナンス担当役員にもお役立ていただけます。

■修了証 ：ＣＧネット所定の「修了証」授与要件は以下のとおりです

※修了証は、全科目の終了後に授与します。（ご欠席者には補講の機会を提供して出席と見なします）

■基調講演 ：定員：１５０名  開催場所 :大手町サンケイプラザ　３階　３０１＋３０２（千代田区大手町 1-7-2）

■ 必修科目 ：定員：各５０名  開催場所 :ＣＧネット会議室（東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービルディング 12F）

→イベントトップ



第１講：2018年2月5日（月）

18:30～20:30

『コーポレート・ガバナンスを巡る取組み』

青　克美 　氏　（東京証券取引所　執行役員）

東京証券取引所では、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」が取りまとめた原案を受けて、2015年６月１日からコードを適用し

ています。コード適用後、東京証券取引所が取り組んだコーポレート・ガバナンスの充実と企業価値向上のための取組みについて解説いただきます。

第２講：2018年2月14日（水）

18:30～20:30

『社外取締役の経験談１

 コーポレート・ガバナンスにおける社外取締役の役割』

藤田　純孝 　氏　（日本ＣＦＯ協会　理事長、

　　　伊藤忠商事　理事、古河電気工業、オリンパス　社外取締役）

社外取締役の経験談は、講師が経営側にいた際に社外取締役から受けた助言・監督、講師自身が社外取締役を務めた両面から成ります。ここでは

、講師による経験談のお話の後、質疑応答・意見交換の時間を多めにとる予定です。

第３講：2018年2月22日（木）

18:30～20:30

『社外取締役の経験談２

 日本企業のガバナンス：社外取締役として経験から』

橘・フクシマ・咲江 　氏　（G&S Global Advisors Inc. 代表取締役社長、

 ブリヂストン、味の素、Ｊ．フロント リテイリング、ウシオ電機　社外取締役

 ＣＧネット理事 ）

社外取締役の経験談は、講師が経営側にいた際に社外取締役から受けた助言・監督、講師自身が社外取締役を務めた両面から成ります。ここでは

、講師による経験談のお話の後、質疑応答・意見交換の時間を多めにとる予定です。

第４講：2018年2月26日（月）

18:30～20:30

『取締役会評価の実際』

高山　与志子 　氏　（ジェイ・ユーラス・アイアール　マネージングディレクター、取締役

　　　　ボードルーム・レビュー・ジャパン　代表取締役、ＣＧネット　理事）

取締役会の実効性評価は、すでに取り組んでいる会社も、これから取り組む会社にもそれぞれの課題があると思われます。ここでは、取締役会評価

の意義、本質などをお話しいただくとともに、独立社外役員としての取締役会評価への関与について、取締役会評価の専門家から解説いただきます。

第５講：2018年3月6日（火）

18:30～20:30

『指名委員会の運営とサクセッション・プランニング』

高野　研一 　氏　（コーン・フェリー・ヘイグループ　代表取締役社長）

指名委員会等設置会社に置かれる「指名委員会」及びガバナンス・コード原則４－10の「指名諮問委員会」に焦点を当てます。独立社外取締役が大

きな役割を担う指名（諮問）委員会の運用と、そこで議論されるサクセッション・プランニングについての最新動向を解説いただきます。

第６講：2018年3月12日（月）

18:30～20:30

『報酬委員会の運営と役員報酬制度』

阿部　直彦 　氏　（ペイ・ガバナンス日本　マネージングパートナー  代表取締役）

 指名委員会等設置会社に設置される「報酬委員会」及びコーポレートガバナンス・コードの原則４－10で示される「任意の仕組みの活用」の「報酬諮

問委員会」に焦点を当てます。独立社外取締役がコアメンバーとなる報酬（諮問）委員会の運用と、実際にそこで議論される役員報酬制度の最新情

報について解説いただきます。

【選択科目】（１１コマ）2018年3月下旬～6月中旬

 　選択科目では、まず、コーポレートガバナンス・コードで独立社外役員に求めている重点分野を取り上げます（第１講～第４講）。

　 その後、法律系の科目として、金融商品取引法、会社法そして取締役会の運営、株主代表訴訟・Ｄ＆Ｏ保険について取り上げます（第５講～第８講

）。

　 さらに、中長期的な企業価値向上という観点から、Ｍ＆Ａ、決算書類の読み方からファイナンスについて学ぶことで（第９講～第11講）、独立社外役

員の役割をよりよく果たすうえでの知識を習得します。独立社外役員を務める方の専門分野は多岐にわたりますので、受講者の皆様の専門分野でな

い知識を深めていただければ幸いです。

第１講：2018年3月29日（木）

18:30～20:30

『もう一度読み返そうコーポレートガバナンス・コード

　独立社外役員として知っておくべきCGコードの全体像と押さえておくべきポイント』

寺田　昌弘 　氏　（シティユーワ法律事務所　パートナー弁護士）

コーポレートガバナンス・コードが適用されて三年目に入り、各社様々な取り組みがなされ、情報開示がされています。ここでは、独立社外役員として

知っておくべきガバナンス・コードの全体像と、押さえておくべきポイントについて解説いただきます。

第２講：2018年4月3日（火）

18:30～20:30

『内部通報窓口の設置と社外役員の関わり方　～突然の指名にあわてないための心構え～』

樋口　達 　氏　（成和明哲法律事務所　弁護士　公認会計士）

コーポレートガバナンス・コードの補充原則２－５①には、内部通報制度について、「例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等」と記

載があります。ここでは、社外役員として知っておくべき内部通報制度と、社外役員が実際に窓口を務める場合の留意点について解説いただきます。

第３講：2018年4月9日（月）

18:30～20:30

『社外役員が知っておきたい株主・投資家との対話　～機関投資家の視点から～』

木村　祐基 　氏　（スチュワードシップ研究会　代表理事）

コーポレートガバナンス・コードの基本原則５では、上場会社と株主との対話について、「経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）は、こうした対話を

通じて～」と記載されています。実際に社外取締役が機関投資家と対話するケースも出てきており、独立社外役員が株主との対話について学ぶこと

は重要だと思われます。ここでは、独立社外役員が知っておくべきポイントについて解説いただきます。

■選択科目 ：定員：各５０名  開催場所 :ＣＧネット会議室（東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービルディング 12F）



は重要だと思われます。 では、独立社外役員が知っておく きポイントに いて解説いただきます。

第４講：2018年4月18日（水）

18:30～20:30

『社外役員が知るべき内部統制と監査』

鈴木　輝夫 　氏　（元･あずさ監査法人  副理事長、公認会計士、クボタ　社外監査役）

続発する企業不祥事により、改めて内部統制と監査の機能が問われています。ここでは、公認会計士、および社外監査役の経験豊富な講師から、独

立社外役員として知っておくべき内部統制とコーポレート・ガバナンスにおける監査のあり方、グループ監査等について解説いただきます。

第５講：2018年4月23日（月）

18:30～20:30

『金融商品取引法の観点からの取締役、監査役の義務と責任』

須崎　利泰 　氏　（阿部・井窪・片山法律事務所　パートナー弁護士）

金融商品取引法は上場会社特有の法律で、会社役員を務める上でも重要な内容が含まれています。ここでは、金融商品取引法の概要、開示規制、

インサイダー取引規制を中心に、独立社外役員が押さえておきたいポイントについて解説いただきます。

第６講：2018年5月9日（水）

18:30～20:30

『会社法の観点からの取締役、監査役の義務と責任』

山口　利昭 　氏　（山口利昭法律事務所　弁護士、 大東建託　社外取締役、 ＣＧネット　理事）

会社法は、独立社外役員を務めるにあたって最も重要な法律の一つです。ここでは、コーポレート・ガバナンス、リスク管理に詳しい講師から、豊富な

事例を用いながら、独立社外役員として知っておくべき会社法の基礎知識、敗訴リスク、提訴リスク等について解説いただきます。

第７講：2018年5月16日（水）

18:30～20:30

『取締役会の運営と役員の責任追及事例』

川村　宜志 　氏　（牛島総合法律事務所　パートナー弁護士）

会社役員が取締役会に参画するうえで、取締役会の運営の法的根拠を学ぶことは重要だと思われます。ここでは、取締役会の職務と役員の役割、

取締役会の運営に関する手続き、責任追及事例を踏まえた取締役会運営の留意点といった点について解説いただきます。

第８講：2018年5月22日（火）

18:30～20:30

『株主代表訴訟』（前半）

増田 健一 　氏　（アンダーソン・毛利・友常法律事務所　パートナー弁護士

　　 ブリヂストン  社外取締役

    ライフネット生命保険、マーキュリアインベストメント　社外監査役）

『会社役員が直面するリスクとＤ＆Ｏ保険』（後半）

中江　透水 　氏　（Chubb損害保険　P&C本部ファイナンシャルライン部長）

（前半）

株主代表訴訟は、株主による役員の直接監視の手段です。会社役員を務める上で大きなリスクであることから、社外役員であっても株主代表訴訟制

度の理解が不可欠だと思われます。ここでは、株主代表訴訟制度の概要、株主代表訴訟の具体例及び留意点等について解説いただきます。

（後半）

会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）に入っているから安心だと思われがちですが、Ｄ＆Ｏ保険は諸条件が揃わないと保険の対象外となることがあり

ます。社外役員自身もＤ＆Ｏ保険について知識を習得する必要があると思われます。ここでは、役員のリスクが多様化する中での、Ｄ＆Ｏ保険の概要

とチェックすべきポイントについて解説いただきます。

第９講：2018年5月28日（月）

18:30～20:30

『過去の日本企業の買収失敗例に学ぶ、企業価値向上に資するＭ＆Ａ基礎知識』

服部　暢達 　氏　（早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授

　　　慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授

　　　ファーストリテイリング、博報堂DYホールディングス社外取締役

　　　フロンティア・マネジメント 社外監査役）

企業価値向上策としてＭ＆Ａを活用する例がありますが、必ずしも成功例が多いようではないようです。ここでは、過去のＭ＆Ａの事例、特に失敗例を

学ぶことで、企業価値向上につながるＭ＆Ａを考えます。取締役会でＭ＆Ａの議題が出たときに、独立社外役員が知っておくべきポイントについても解

説いただきます。

第10講：2018年6月6日（水）

18:30～20:30

『社外役員が押さえておきたい決算書類の基礎知識』

西山　茂 　氏（早稲田大学大学院経営管理研究科　教授

リコー、ピジョン、ユニプレス　社外監査役）

決算書類である、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書は取締役会参画者の理解が必須となります。ここでは、三つの決算書類のデー

タの読み方の他、財務比率分析、財務データから見た企業価値の向上への方策について解説いただきます。

第11講：2018年6月13日（水）

18:30～20:30

※当初（6/12）のスケジュールから

変更となりました。

『企業価値創造とコーポレート・ファイナンス』

松田　千恵子 　氏　（首都大学東京大学院　社会科学研究科経営学専攻　教授

首都大学東京　都市教養学部　経営学系　教授

日立化成、フォスター電機、サトーホールディングス　社外取締役

キリンホールディングス　社外監査役）

コーポレート・ファイナンスは企業と株主との共通言語といえます。企業と株主との対話が求められる中、独立社外役員もファイナンスの基礎を学んで

おく必要があると思われます。中長期的な企業価値の向上が問われ、ＲＯＥ、資本コストといった言葉が取り上げられています。ここでは、独立社外役

員が知っておくべきファイナンスのポイントについて解説いただきます。

講師略歴

 鈴木　茂晴 （すずき・しげはる）：基調講演

日本証券業協会　会長、大和証券グループ本社　顧問、日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク　理事

■講師略歴



1971年大和証券入社。

本店営業、引受部長などを経て、2001年に専務取締役。2004年に大和証券グループ本社取締役兼代表執行役社長、2011年に取締役会長を経て、

2017年7月より現職。

大和証券グループ本社社長就任時から、最大３年の育児休職制度や19時前退社の励行等、一貫して女性が活躍できる働きやすい職場環境づくりに

取り組む。現在、生え抜きの女性役員がグループで６名、大和証券の女性支店長は23名（19.5％）等、多くの女性が活躍。男女問わず社員のロイヤ

ルティを高め、人材の力を最大限に引き出すことで、企業価値の向上を図っている。

日本証券業協会では、証券業界においてSDGｓの推進に貢献できる活動に積極的に取り組んでいる。

 小沼　泰之 （こぬま・やすゆき）：後援団体挨拶

東京証券取引所　取締役 常務執行役員（上場・上場推進担当）

1984年、東京証券取引所入所。上場部、株式部、国際業務部を経て、2017年4月より現職。国内外の企業の新規上場推進活動、上場企業の企業価

値向上に向けたプロモーション、ETF・REITをはじめとするアセットバック商品に関する上場制度の整備と商品開発支援を担当。1985-87年、東京銀行

（現・東京三菱UFJ銀行）に出向。2016年6月、証券アナリスト協会の理事に就任。慶応大学卒、カリフォルニア大学バークレー校MBA取得。

 牛島　信 （うしじま・しん）：主催団体挨拶

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク　理事長、牛島総合法律事務所　代表弁護士

1949年生まれ。東京大学法学部卒業。検事を経て弁護士に。1985年牛島総合法律事務所開設。現在、同事務所代表弁護士（弁護士55名・外国弁

護士（日本無資格）2名が所属）。日本生命保険相互会社社外取締役、松竹株式会社社外監査役、株式会社朝日工業社社外監査役、社団法人日本

女子プロゴルフ協会監事、一般社団法人不動産証券化協会監事等も務める。

〔著述〕

法律論文に『コーポレートガバナンスの行方―会社からの視点』など数十篇。小説に『株主総会』、『あの男の正体(ハラワタ)』、『少数株主』など10作、

エッセイ集に『現代の正体』など7作。現在、各分野で連載継続中

 青　克美 （あお・かつみ）：必修科目　第１講

東京証券取引所　執行役員

1988年、東京証券取引所入所。総務部長、人事部長、株式部長、上場部長を経て、2017年4月より、現職。

上場会社のコーポレート・ガバナンスの充実や適時開示制度の見直しなどの上場制度の整備に尽力している。 

 藤田　純孝 （ふじた・すみたか）：必修科目　第2講

日本ＣＦＯ協会　理事長

伊藤忠商事　理事

古河電気工業、オリンパス　社外取締役

1965年 神戸大学経済学部卒業

1965年 伊藤忠商事株式会社入社

1995年 同社 取締役業務部長

1997年 同社 常務取締役 経営企画担当役員補佐

1998年 同社 代表取締役常務取締役 経営企画担当役員

1999年 同社 代表取締役専務取締役 チーフフィナンシャルオフィサー

2001年 同社 代表取締役副社長 チーフフィナンシャルオフィサー （兼） 経営企画・財務･経理･審査担当役員

2003年 同社 代表取締役副社長 社長補佐 職能管掌 （兼）チーフフィナンシャルオフィサー

2006年 同社 取締役副会長 2008年 同社 相談役 2011年 同社 理事（現任）

(主な社外役員)

2007年 オリエントコーポレーション株式会社社外取締役

2008年 古河電気工業株式会社 社外取締役（現任）、日本興亜損保(株)社外監査役

2009年 日本板硝子株式会社 社外取締役

2010年NKSJホールディングス株式会社　社外取締役

2011年 日本CFO協会理事長（現任）

2012年 オリンパス株式会社 社外取締役（現任）

 橘・フクシマ・咲江 （たちばな・ふくしま・さきえ）：必修科目　第3講

G&S Global Advisors Inc.　代表取締役社長

ブリヂストン、味の素、Ｊ．フロント リテイリング、ウシオ電機　社外取締役

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク　理事

清泉女子大学卒。ハーバード大学教育学修士及びスタンフォード大学院経営修士号取得。べイン・アンド・カンパニーを経て、コーン・フェリー・インター

ナショナル（株）にて、日本支社長、会長を歴任。2010 年より現職。その間、12 年間、米国本社取締役を務める。2001年より花王(株)、ソニー(株)、

(株)ベネッセホールディングス、イー・アクセス(株)、(株)パルコ 、三菱商事(株)の社外取締役を歴任。現在、(株)ブリヂストン、味の素(株）、J.フロントリ

テイリング(株）、ウシオ電機（株）の社外取締役及び 2017 年 10 月まで日本政策投資銀行アドバイザリー・ボード・メンバーを務める。日本コーポレー

ト・ガバナンス・ネットワーク理事。日本取締役協会幹事。2003 年より経済同友会幹事、11 年より 15 年 4 月まで副代表幹事。文部科学省及び経済

産業省等の委員会委員を歴任。2008 年 1 月ビジネスウィ ーク誌「世界で最も影響力のあるヘッドハンター・トップ 100 人」に唯一の日本人として選

ばれる。人財・キャリア開発、ガバナンスに関する執筆・講演多数。

著書に「世界のリーダーに学んだ自分の考えの正しい伝え方」（PHP),｢人財革命」 (祥伝社)、 「自信のなさは努力で埋められます」(フィールドワイ社)、

「40 歳までの“売れるキャリア”の作り方」(講談社)、「売れる人材」(日経 BP 社)、また「プラス思考のアメリカ人、マイナス思考の日本人」(ジャパンタイ

ムズ社、共著)、「会社を変える・会社を変わる」（ファーストプレス社、共著）がある。

高山　与志子 （たかやま・よしこ）：必修科目　第４講

ジェイ・ユーラス・アイアール　マネージングディレクター、取締役



ラ 、 締役

ボードルーム・レビュー・ジャパン　代表取締役

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク　理事

ジェイ・ユーラス・アイアールのコンサルティング部門の責任者として、コーポレート・ガバナンスに関するコンサルティング、機関投資家の意識調査・分

析、TOB・プロクシーファイト関連支援等のIR活動に関するコンサルティングを行う。

2015年よりボードルーム・レビュー・ジャパン代表取締役に就任、数多くの企業の取締役会評価の支援を実施。

主要著書・論文として、『スチュワードシップとコーポレートガバナンス』（共著、東洋経済新報社）、「取締役会評価とコーポレート・ガバナンス ─形式

から実効性の時代へ─」『商事法務』2043号（2014年9月15日）など多数。

株式会社オートバックスセブン社外取締役。

金融庁・東京証券取引所 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」メンバー。

地方公務員共済組合連合会資金運用基本問題研究会委員。

経済産業省・東京証券取引所「なでしこ銘柄」選定基準検討委員会委員。

東京大学経済学部卒。エール大学経営大学院卒MBA取得。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了、博士号取得（社会情報学）。 

 高野　研一 （たかの・けんいち）：必修科目　第5講

コーン・フェリー・ヘイグループ　代表取締役社長

〔経歴〕

日本の大手銀行でファンドマネジャーなどを経験した後にコンサルタントに転進。現マーサー･ジャパン取締役などを経て、2006年10月にヘイ コンサル

ティング グループに参画。2007年10月より代表取締役社長に就任。2016年5月、ヘイグループとコーン・フェリーの統合にともない、現職に就く。

〔担当分野、業界〕

日本企業の経営改革とグローバル化を支援。特に、コーポレートガバナンス、ビジネスリーダーの育成とアセスメント、グループ経営、組織・人材マネ

ジメントに関する戦略・実行支援などに豊富な経験を持つ。

メーカー、金融、商社、小売などほぼ全業種にわたりコンサルティングサービスを提供。多くのクライアントからの信頼を得ている。

コーン･フェリー･ヘイグループでは、日本・韓国のマネジメントを担うとともに、ガバナンス・コミッティーのメンバーを務める。

〔学歴〕

1987年3月 神戸大学経済学部卒業

1991年6月 ロンドン・スクールズ・オブ・エコノミクス（MSc）修了、

1992年6月 シカゴ大学ビジネススクール（MBA）修了。

〔著書、他〕

『カリスマ経営者の名著を読む』(日本経済新聞社)、『超ロジカル思考』(日本経済新聞社)、『ビジネスリーダーの強化書』(日本経団連出版)、『勝ちグ

セで企業は強くなる』『グループ経営時代の人材マネジメント』(ともに東洋経済)他、講演・執筆多数 

 阿部　直彦 （あべ・なおひこ）：必修科目　第6講

ペイ・ガバナンス日本　マネージングパートナー  代表取締役

２０年を超える日米での経営者報酬コンサルティングの経験を有しており、本分野の、日本におけるパイオニア。

米国KPMG（ロサンゼルス）日系企業部ディレクター、タワーズペリン（現タワーズワトソン）のロサンゼルス（コンサルタント）を経て東京支店代表等を勤

めた。２０１３年１１月にペイ・ガバナンス日本株式会社の代表パートナーに就任。

日本経済新聞、朝日新聞、日経ビジネス、ウオールストリートジャーナル、ビジネスウイークなど多くのメディアに対して経営者報酬に関するコメント及

び論文の提供実績がある。日本取締役協会の経営者報酬ガイドラインのワーキンググループリーダーを、２００２年以降継続して務める。

１９８５年　慶應義塾大学商学部卒業　2017年桜美林大学経営大学院「経営者報酬とコーポレート・ガバナンス」講座の講師を務める

米国ペイ・ガバナンスLLCは、旧タワーズペリン経営者報酬部門のパートナーが中心となって設立された独立系経営者報酬コンサルティング会社。大

規模クライアントの領域でのマーケットシェアが高く、S&Pラージキャップ５００社では、創設４年で、第２位にランクされている。

ペイ・ガバナンス日本株式会社は、米国ペイ・ガバナンスのグローバルメンバーファームであり、日本初の独立系経営者報酬コンサルティング会社とし

て設立された。

 寺田　昌弘 （てらだ・まさひろ）：選択科目　第１講

シティユーワ法律事務所　弁護士

早稲田大学(法)、デューク大学ロースクール(LLM) 卒。

平成8年4月に弁護士登録。日系・米系の証券会社で社内弁護士を経験したあと米国留学。平成16年の帰国時にシティユーワ法律事務所に参加。翌

年から同事務所パートナー。

プロジェクト･ファイナンス、不動産ファイナンス、デリバティブを活用した投資案件などの金融案件のほか、企業提携や企業の組織再編、企業の不祥

事調査も多く手がける（2011年のオリンパス事件や、昨年の富士フイルムHD海外子会社の不祥事案件において、第三者委員会(補助者)として事案

の解明および調査報告書の作成に関与）。また、企業と株主の間の法律問題を得意としており、株主提案や委任状争奪戦の経験は豊富。モノ言う株

主からも信頼を得ている。加えて、コーポレートガバナンスや投資家によるエンゲージメントの動向にも明るい。昨年のMIDプログラム2016で「もう一度

読み返そう　コーポレートガバナンス･コード」を講演。

 樋口　達 （ひぐち・わたる）：選択科目　第２講

弁護士　公認会計士　公認不正検査士　成和明哲法律事務所パートナー

〔略歴〕

1993年3月　東京大学経済学部経済学科卒業

1993年10月　会計士補登録　監査法人トーマツ入所

1997年4月　公認会計士登録

2001年4月　司法研修所

2002年10月　弁護士登録　成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）入所

2012年8月　公認不正検査士登録

2016年6月　丸紅建材リース株式会社社外取締役（監査等委員）

〔主な職歴〕

第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会税務部会員　



青山学院大学非常勤講師(「企業再編の法と実務」　2006年～)

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク　正会員　

日本弁護士連合会業務改革委員会外部監査人制度運営小委員会幹事（2006年～2008年）　など

〔主な著書・連載〕　

「コーポレートガバナンス・コードに対応した招集通知・議案の記載例」(商事法務)、「株主還元の実態調査」(別冊商事法務No.410)、「コーポレートガバ

ナンス・コードが求める取締役会のあり方」(商事法務)、「開示事例から考えるコーポレートガバナンス・コード対応」(商事法務)、「事業報告等の事例に

みるガバナンス・コードの開示対応のポイント」(旬刊 経理情報 2015年5月10日・20日合併号)、「社外取締役の質を確保するためのサポート体制の整

備」（資料版商事法務 2014年12月号）「100分でわかる企業法務～取締役のための会社法ノート～」(角川oneテーマ21)、「法務Q&A　会計不正　対

応と予防のポイント」(中央経済社)、「会社役員が知っておきたい会計不正のはなし」(中央経済社)、「IFRSで企業法務が変わる」(中央経済社)、「企業

法務担当者のためのIFRS」(ビジネス法務連載2011年5月号～2012年4月号)、「取締役の善管注意義務のはなし」(商事法務)、「新会社法　企業再編

の要点」(商事法務)、「敵対的買収と企業防衛」(日本経済新聞社) など 

 木村　祐基 （きむら・ゆうき）：選択科目　第３講

スチュワードシップ研究会　代表理事

一橋大学商学部卒業後、野村総合研究所入社。企業調査部にて証券アナリスト業務に従事。第四企業調査室長、野村総研香港社長、エマージング

企業調査部長を経て、1996年野村投資信託委託（現野村アセットマネジメント）に移籍。企業調査部長兼経済調査部長、参事コーポレート・ガバナン

ス担当などを歴任。2008年1月から2010年8月まで、企業年金連合会年金運用部コーポレート・ガバナンス担当部長。2010年11月から2014年7月ま

で、金融庁総務企画局企業開示課専門官。2014年10月にスチュワードシップ研究会を設立し、代表理事に就任（現職）。2017年10月、一般社団法人

機関投資家協働対話フォーラムの発足に伴い代表理事・理事長に就任。日本証券アナリスト協会検定会員（ＣＭＡ）。日本ＩＲ学会理事。

 鈴木　輝夫 （すずき・てるお）：選択科目　第４講

元･あずさ監査法人副理事長、公認会計士、クボタ　社外監査役

昭和48年　アーサーアンダーセン アンド カンパニー東京事務所入社

平成元年　英和監査法人（アーサーアンダーセン）代表社員就任

平成５年　 監査法人朝日新和会計社と合併し、朝日監査法人代表社員就任

平成11年　金融庁（旧大蔵省）公認会計士第二次試験委員（平成14年10月まで）

平成15年　朝日監査法人　本部理事就任　

平成16年　あずさ監査法人と合併、あずさ監査法人となり本部理事就任

平成17年　あずさ監査法人経営改革支援本部長就任

  金融庁　企業会計審議会　内部統制部会　臨時委員就任（現在に至る）

平成18年　あずさ監査法人　専務理事就任、ＲＡ本部長就任

平成22年　あずさ監査法人　副理事長（平成23年8月まで）

平成24年6月　あずさ監査法人　退職、　花王株式会社　社外監査役就任

平成27年6月　株式会社クボタ　社外監査役就任

その他外部活動　金融庁　企業会計審議会　内部統制部会　臨時委員

近著に、「新任役員のための コーポレートガバナンスの基礎知識」（中央経済社、平成24年7月刊）

須崎　利泰 （すざき・としやす）：選択科目　第5講

阿部・井窪・片山法律事務所　パートナー弁護士

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー。倒産法、会社法、金商法の分野をはじめとして、企業法務全般に携わっている。倒産法の分野では、破産管

財人代理や民事再生申立代理人として倒産業務を手がけている。会社法、金商法の分野では、上場企業の事業再編、TOBなどの案件を数多く手掛

けているほか、種類株式の発行等の資金調達についてのアドバイスも行っている。第一東京弁護士会総合法律研究所金融商品取引法研究部会副

会長。

山口　利昭 　（やまぐち・としあき）：選択科目　第６講

山口利昭法律事務所　弁護士

大東建託　社外取締役

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク　理事

平成２年弁護士登録。山口利昭法律事務所代表。企業のコンプライアンス経営、危機管理支援、のほか、上場会社の社外取締役、社外監査役として

企業経営にも携わる。「不正リスク管理・有事対応」（有斐閣）、「法の世界からみた会計監査」（同文館出版）等著書多数。

企業のコーポレートガバナンス、内部統制、企業会計法に詳しい。

大東建託株式会社社外取締役、大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役（いずれも現任）。

ブログ「ビジネス法務の部屋」管理人。

川村　宜志 （かわむら・よしもと）：選択科目　第7講

牛島総合法律事務所　パートナー弁護士

2001年弁護士登録（東京弁護士会）、2006年牛島総合法律事務所入所、2011年牛島総合法律事務所パートナー就任

代表訴訟その他の会社法関連訴訟の対応、株主総会指導その他の各種企業法務、独占禁止法、倒産手続等に関する実務経験を踏まえた助言、そ

の他の法的対応を得意とします。

増田　健一 （ますだ・けんいち）：選択科目　第8講（前半）

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　パートナー弁護士

ブリヂストン  社外取締役

ライフネット生命保険、マーキュリアインベストメント　社外監査役

〔取扱案件〕

会社法務、M&A、訴訟案件、人事・労働関係案件、その他企業法務全般

〔経歴〕



〔経歴〕

1986年3月 東京大学法学部卒業

1988年4月 最高裁判所司法研修所修了（40期）

弁護士登録(第二東京弁護士会)・当事務所入所

1992年6月 米国University of Chicago Law School (LL.M.)

1993年9月 ニューヨーク州弁護士登録

1997年1月-現在 当事務所パートナー

2007年5月-現在 ライフネット生命保険株式会社　社外監査役

2010年4月-2016年3月 東京大学法科大学院非常勤講師

2011年3月-2016年3月 株式会社ブリヂストン　社外監査役

2016年3月-現在 株式会社ブリヂストン　社外取締役

2016年5月-現在 株式会社マーキュリアインベストメント　社外監査役

中江　透水 （なかえ・とうすい）：選択科目　第8講（後半）

Chubb損害保険　P&C本部ファイナンシャルライン部長

略歴：

1994年大手外資系保険会社に入社後、マーケティング、米国本社出向、経営分野の保険開発・引受等を担当すると共に、企業の危機管理に対する

コンサルティングにも従事。2011年より現職。米国ケンタッキー大学卒業

服部　暢達 （はっとり・のぶみち）：選択科目　第9講

早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授

慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授

ファーストリテイリング、博報堂DYホールディングス　社外取締役

フロンティア・マネジメント 社外監査役

〔講師略歴〕

1981年3月、東京大学工学部卒業。日産自動車を経て89年6月、マサチューセッツ工科大学（MIT）スローン・スクール経営学修士課程卒業。89年より

03年まで米国系大手投資銀行にて日本におけるM&Aアドバイザリー業務を担当。98年からはマネージング・ディレクターとして同業務を統括。日本リ

ースのリース事業のGEキャピタルへの売却、第二電電・KDD・日本移動通信の三社合併、ロッシュによる中外製薬の買収、NKKと川崎製鉄の経営統

合など日本企業が関係する大型案件を数多く手がけた。03年10月より一橋大学大学院国際企業戦略研究科にて、また09年4月より早稲田大学大学

院経営管理研究科にてM&Aと企業価値評価の講義を担当するかたわら、有限会社服部暢達事務所を設立して、日本における株主価値増大に資する

M&Aの研究・評論活動を行っている。

〔主な論稿〕

「M&A最強の選択」（日経BP社　2006年2月）、「LBOブーム到来は必然」（日本経済新聞　2006年4月、経済教室）、「検証　日本の敵対的買収」（日

本経済新聞出版社　2007年7月）（共著）、「実践M&Aハンドブック」（日経BP社、2008年1月）、「日本のM&A「買い」に偏り、価値創出へ綿密な計画を

」（日本経済新聞　2010年6月、経済教室）、「金融サービスのイノベーションと倫理」（中央経済社、2011年3月）（共著）、「日本のM&A 理論と事例研

究」（日経BP社、2015年2月） 

西山　茂 　（にしやま・しげる）：選択科目　第１０講

早稲田大学大学院経営管理研究科　教授

リコー、ピジョン、ユニプレス　社外監査役

1984年早稲田大学政治経済学部卒。1990年ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA修了。

監査法人ト－マツ、㈱西山アソシエイツにて会計監査・企業買収支援・株式公開支援・企業研修などの業務を担当したのち、2002年より早稲田大学。

2006年より現職。学術博士（早稲田大学）。公認会計士。

主な著書に、企業分析シナリオ第２版（東洋経済新報社）、戦略管理会計改訂２版（ダイヤモンド社）、増補改訂版　英文会計の基礎知識（ジャパンタ

イムズ）、入門ビジネス・ファイナンス（東洋経済新報社）出世したけりゃ会計・財務は一緒に学べ（光文社新書）などがある。

松田　千恵子 （まつだ・ちえこ）：選択科目　第１１講

首都大学東京大学院　社会科学研究科経営学専攻　教授、首都大学東京　都市教養学部　経営学系　教授

日立化成、フォスター電機、サトーホールディングス　社外取締役

キリンホールディングス　社外監査役

株式会社日本長期信用銀行にて国際審査、海外営業、買収ファイナンス等を担当後、ムーディーズジャパン株式会社格付けアナリストを経て、株式会

社コーポレイトディレクション、ブーズアンドカンパニー株式会社（旧ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン）でパートナーを務める。2006年にマトリックス株式

会社を設立、企業経営と資本市場にかかわる研究、教育、アドバイザリー等に注力する。2011年より現職。

日本CFO協会主任研究委員。経済産業省産業構造審議会産業金融部会委員、内閣府M&A研究会委員、行政改革推進本部　行政減量・効率化有

識者会議　政策金融改革ワーキングチーム委員等を歴任。現在、国立大学法人東京外国語大学経営評議会委員、株式会社国際協力銀行リスクアド

バイザリー委員会委員、日立化成株式会社社外取締役、フォスター電機株式会社社外取締役、株式会社海外交通都市開発事業支援機構（国土交

通省）社外取締役、サトーホールディングス株式会社社外監査役、著書「格付けはなぜ下がるのか～大倒産時代の信用リスク入門」（日経BP社）、「

ファイナンスの理論と実務」（金融財政事情研究会）、「グループ経営入門」（税務経理協会）、「成功するグローバルM&A」（中央経済社）、「これならわ

かるコーポレートガバナンスの教科書」（日経BP社）等。講演・執筆等多数

東京外国語大学外国語学部卒、仏国立ポンゼ・ショセ国際経営大学院経営学修士

参加種別 参加費（税込）

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク

会員

修了証授与受講申込　 80,000円(基調講演１コマ、必修科目６コマ、選択科目１１コマ、すべて込み）

単回申し込み　　　　　 基調講演　無料　　　　　 必修科目・選択科目　 8,000円/回

■ 受講料



非会員
修了証授与受講申込　160,000円(基調講演１コマ、必修科目６コマ、選択科目１１コマ、すべて込み）

単回申し込み　　　　　 基調講演　6,000円　　　 必修科目・選択科目　16,000円/回

※コーポレート・ガバナンスの最新情報をさらに勉強されたい方、独立社外役員間の交流をされたい方は、本ＭＩＤの受講を機会に正会員としてのご入会をお
勧めします。なお、「選択科目」は受講者の知識を補完するものです。専門知識をお持ちでないコマすべての受講をお勧め致します。



HOME > ニュース  > 第16回日本コーポレート・ガバナンス研究所（ＪＣＧＲ）調査

第16回(2017年）JCGRのコーポレート・ガバナンス調査を開始しました

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（ＣＧネット）内の独立した研究機関である日本コーポレート・ガバナンス研究所（ＪＣＧＲ：所長　若杉敬明・東

京大学名誉教授））では、2002年より東証一部上場会社を対象に、個別企業のコーポレート・ガバナンスの状態をアンケート調査し、インデクス化する活

動（JCGIndex）を行っています。

２０１７年１２月２５日に、第１６回目となる「JCGIndex Survey」のアンケート票を東証一部上場会社約2050社の代表者宛てに送付させていただきました

。

回答期限は２０１８年１月２２日（月） とさせていただいています。東証一部上場企業関係者の皆様におかれましては、アンケートご回答へのご協力、よ

ろしくお願い申し上げます。

アンケート（質問票）の内容および過去の結果は、以下をご参照ください。
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